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西脇南中学校区統合小学校改築工事基本設計・実施設計  

等業務委託に係るプロポーザル実施要領  

 

 

１  趣旨  

  この要領は、西脇南中学校区統合小学校改築工事基本設計・実施

設計等業務に当たり、広く企画提案を募集し最も適切な者を当該業

務の委託先として選定するためのプロポーザルの実施に関して必要

な事項を定めるものである。  

 

２  業務の概要  

 ⑴  業務名  

   西脇南中学校区統合小学校改築工事基本設計・実施設計等業務

委託  

 ⑵  履行期間  

   契約締結日の翌日から令和 10年３月 24日まで  

 ⑶  業務の内容  

   別紙「西脇南中学校区統合小学校改築工事基本設計・実施設計

等業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」のとおり  

 ⑷  委託金額  

   委託金額の上限は、  300,000,000円（消費税及び地方消費税相

当額を含む。）以内とする。  

   なお、業務期間中の各支払い上限金額は次のとおり想定してい

る。  

   令和７年度        0円  

   令和８年度    85,000,000円  

   令和９年度   215,000,000円  

 ⑸  成果品  

   仕様書に示す製本等の成果品一式、その他設計に係る関係書類

一式  

 ⑹  再委託の禁止  

   受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この

限りではない。  

 

３  参加資格  

  プロポーザルに参加する者（以下「参加者」という。）は、次に

掲げるいずれにも該当する単体企業又はその単体企業を代表とする

共同企業体とする。  
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⑴  参加資格  

ア  当該事務所において平成 28年４月１日以降に国又は地方公共

団体が発注した、延べ面積が  5,000㎡以上の小学校、中学校又

は義務教育学校の校舎棟建設に関する基本設計又は実施設計業

務を元請けで受注し、完了している実績を有する者であること。  

イ  建築士法（昭和 25年法律第  202号）第 23条の規定により、一

級建築士事務所の登録を受けている者であること。  

ウ  ３月以上の雇用関係にある管理技術者及び業務主担当者を配

置できること。なお、技術提案書に記載した配置予定管理技術

者及び業務主担当予定者は、原則として変更できない。ただし、

病休、死亡、退職等のやむを得ない理由が生じた場合には、同

等以上の能力を有する者であるとの発注者の了解を得て変更す

ることができる。  

エ  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第  167条の４の規

定に該当しない者であること。  

オ  会社法（平成 17年法律第 86号）第  475条若しくは第  644条の

規定に基づく清算の開始、破産法（平成 16年法律第 75号）第 18

条若しくは第 19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社

更生法（平成 14年法律第  154号）第 17条の規定に基づく更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第  225号）第 21

条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者で

あること。  

カ  西脇市に競争入札参加資格業者の登録を行っていること。た

だし、登録されていない者に ついては、４⑴の受付期間に登録

を行った者であること ｡ 

キ  この要領の公告の日以後から契約の日までに、国及び近畿２

府４県内の地方公共団体から指名停止の措置を受けていないこ

と。  

ク  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団及び同条第６号に

規定する暴力団員でないこと。  

 ⑵  設計共同企業体の資格  

  ア  設計共同企業体の構成員数は２者又は３者であること。  

  イ  ３⑴アの実績は、構成員のいずれかが有すること。  

ウ  構成員の全てが、３⑴イから３⑴クまでの資格を 満たす者で

あること。  

  エ  代表者は、出資割合が最大であること。  

  オ  各構成員の出資比率は、構成員の数が２者である場合にあっ

ては 30％以上、３者である場合にあっては 20％以上であること。  
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  カ  構成員は、他の構成員及び他の参加者の協力事務所を兼ねて

いないこと。  

 ⑶  参加者は、本業務に関して次のとおり技術者を配置すること。  

  ア  管理技術者は、参加意思表明書の提出時点において、一級建

築士の資格を有すること。  

  イ  管理技術者は、平成 28年４月１日から公示の日までの間に、

管理技術者として延べ床面積  3,000㎡以上の公共施設の基本設

計又は実施設計に関する業務を完了 した実績を有すること。  

  ウ  管理技術者は、参加者と直接的な雇用関係を有すること。  

 

４  競争入札参加資格の追加登録  

 ⑴  受付期間  

   公告の日から令和８年２月 10日（火）までの平日  

 ⑵  受付時間（※時間厳守のこと。）  

   午前９時から正午まで及び午後１時から午後 ４時まで  

 ⑶  受付場所  

   西脇市役所３階  都市経営部契約課  

 ⑷  提出方法  

   持参または郵送  

 ⑸  提出書類  

   西脇市ホームページを参照のこと。  

   httpｓ ://www.city.nishiwaki.lg.jp/  

   （１月 20日公告  西脇南中学校区統合小学校改築工事基本設計

・実施設計等業務委託に係るプロポーザル）  

 ⑹  その他  

   追加登録は、この要領の参加資格の条件を全て満たす者で、本

件入札に参加申込みを行うものに限り、受付を行う。  

 

５  受託事業者選定に係るスケジュール  

項 目 期  日 備 考 

公告 令和８年１月20日（火) 

 

 

現地見学申込 令和８年１月20日（火) 

から１月29日（木）まで 

持参又は郵送 

（電子メール可） 

現地見学（予定） 令和８年２月４日（水） 

令和８年２月５日（木） 

日時は左記のうち申込者

と調整する。 

質問書提出期限 

（実施要領関係） 

令和８年２月10日（火) 

午後５時まで 

持参又は郵送 

（電子メール可） 
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質問書回答期限 令和８年２月16日（月） 

午後５時まで 

回答はＨＰに掲載 

 

参加意思表明書の 

提出期限  

令和８年２月18日（水） 

午後５時まで 

持参又は郵送 

（電子メール可） 

第一次評価書類の 

提出期限 

令和８年２月24日（火） 

午後５時まで 

持参又は郵送 

（電子メール不可） 

第一次評価結果の通知 令和８年２月27日（金） 

 

発送予定 

質問書提出期限 

（技術提案書等関係） 

令和８年３月３日（火) 

午後５時まで 

持参又は郵送 

（電子メール可） 

質問書回答期限 令和８年３月９日（月） 

午後５時まで 

回答は電子メールで回答 

 

第二次評価書類の 

提出期限(技術提案書） 

令和８年４月２日（木） 

午後５時必着 

持参又は郵送 

 

提案説明 

（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 

令和８年４月上旬 

【予定】 

会場等については、電子

メールにより通知する。 

審査結果通知 令和８年４月上旬 発送予定 

 

６  プロポーザル参加に関する留意事項  

 ⑴  知的財産権の取扱い  

  ア  著作権  

    提出を受けた書類（以下「提出書類」という。）が、著作権

法（昭和 45年法律第 48号）第２条第１項各号のいずれかに規定

する著作物に該当する場合は、著作権法第２章及び第３章に規

定する著作者の権利は、著作権法の定めるところに従う。  

  イ  工業所有権  

    本業務の履行に伴い生じた発明及び考案等から生じた特許権

及び特許を受ける権利は、特許法（昭和 34年法律第  121号）の

定めるところに従う。  

    また、本業務の履行に伴い生じた 発明及び考案等から生じた

実用新案件は、実用新案法（昭和 34年法律第  123号）の定める

ところに従う。  

  ウ  使用許諾  

    上記ア及びイについて、市は提出書類を必要な範囲において

無償で使用できるものとする。  

 ⑵  提出書類の取扱い  

   提出書類は変更できないものとし、原則として返却しない。  
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また、提出書類は西脇市情報公開条例（平成 17年西脇市条例第

21号）の規定に基づき開示又は一部開示することがあるので、不

開示を希望する情報が含まれている場合は、当該部分の指定とそ

の理由を明記すること。  

 ⑶  様式データについて  

   各様式のデータが必要なときは、西脇市ホームページからダウ

ンロードすること。  

 ⑷  現地見学  

プロポーザル参加の検討に当たり、許可なく校内への 立ち入る

ことは認めない。希望する者は、次のとおり申し込むこと。  

  ア  提出書類  現地見学申込書（見学申込様式）  

  イ  提出期限  令和８年１月 29日（木）  

  ウ  提出方法  

    持参又は郵送  

   ※電子メールによる提出も可。押印不要  

  エ  提出先  

    西脇市教育委員会教育管理部教育総務課  

    〒 677-8511 兵庫県西脇市下戸田  128番地の１  

    TEL 0795-22-3111（内 4022）  

    電子メール： gakushuu-kankyou@city.nishiwaki.lg.jp  

  オ  見学日    

令和８年２月４日（水）又は令和８年２月５日（木）とする。  

ただし、市の都合等により日程を変更する場合がある。  

  カ  その他    

参加人数は３人以下とし、校舎内の撮影等は認めない。  

 

７  各質問の受付及び回答  

 ⑴  提出書類  実施要領等に関する質問書（様式第１号）  

 ⑵  提出期限  令和８年２月 10日（火）午後５時まで  

 ⑶  提出方法   

持参又は郵送（受取日時及び配達されたことが証明できる方法

とし、期限までに必着のこと（以下郵送の場合は同じ）。）とす

る。  

   ※電子メールによる提出も可。ただし、送信したことを提出先

まで電話連絡の上、原本は後日代表者印を押して提出するこ

と。  

 ⑷  提出先  

   西脇市教育委員会教育管理部教育総務課  

   〒 677-8511 兵庫県西脇市下戸田  128番地の１  
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   TEL 0795-22-3111（内 4022）  

   電子メール： gakushuu-kankyou@city.nishiwaki.lg.jp  

 ⑸  質問の回答   

   令和８年２月 16日（月）午後５時を最終期限として、回答内容

を随時西脇市ホームページに掲載する。  

 ⑹  提出書類  技術提案書等に関する質問書（様式第 10号）  

 ⑺  提出期限  令和８年３月３日（火）午後５時まで  

 ⑻  提出方法  持参又は郵送とする。  

  ※電子メールによる提出も可。ただし、送信したことを提出先 ま

で電話連絡の上、原本は後日代表者印を押して提出すること。  

 ⑼  提出先   上記７⑷の提出先のとおり     

 ⑽  質問の回答   

   令和８年３月９日（月）午後５時を最終期限として、回答内容

を随時電子メールで回答する。  

 

８  参加の意思表明  

 ⑴  参加を希望する場合は、参加意思表明書（様式第２号）を提出

すること。ただし、参加意思表明書の提出後に参加辞退をする場

合は、辞退届（様式第３号）を提出すること。  

 ⑵  提出期限  令和８年２月 18日（水）午後５時まで  

 ⑶  提出先   上記７⑷の提出先のとおり  

 ⑷  提出方法  持参又は郵送  

   ※電子メールによる提出も可。ただし、送信したことを提出先ま

で電話連絡の上、原本は後日代表者印を押して提出すること。  

 

９  第一次評価書類（参加資格の確認書類等）の提出方法  

 ⑴  参加資格の確認書類関係を提出すること。  

 ⑵  提出期限  令和８年２月 24日（火）午後５時まで  

 ⑶  提出先   上記７⑷の提出先のとおり  

 ⑷  提出方法  持参又は郵送（電子メール不可）  

 ⑸  提出書類  

  ア  様式第４号  企業実績調書  

  イ  様式第５号  担当チームの概要  

  ウ  様式第６号  技術者数・保有資格調書  

  エ  様式第７号  共同企業体業務実績調書  

  オ  様式第８号  管理技術者の経歴等  

  カ  様式第９号  各主任担当技術者の経歴等  

10 第二次評価書類（技術提案書等）の提出方法  

 ⑴  技術提案書関係を提出すること。  
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 ⑵  提出期限  令和８年４月２日（木）午後５時まで  

 ⑶  提出先   上記７⑷の提出先のとおり  

 ⑷  提出方法  持参又は郵送（電子メール不可）  

 ⑸  提出書類  

  ア  様式第 11号  技術提案書（表紙）  

  イ  様式第 12号  業務体制図  

  ウ  様式第 13号  業務の実施方針  

  エ  様式第 14号  業務実施スケジュール  

  オ  様式第 15号  技術提案書  

  カ  業務委託の見積書（任意様式）  

 ⑹  技術提案書の提出  

   技術提案書の内容は、実施要領及び仕様書により作成されたも

のとし、次の書類を提出するものとする。  

  ア  技術提案書  

    正本１部、副本 10部  

  イ  提出時の注意事項  

   （ア） 技術提案書はクリップ留めで提出のこと（ホッチキス留め  

不可）。  

   （イ） 副本の技術提案書には、事業者の法人名称等、事業者を特  

定できる事項を一切記載しないこと。  

  ウ  提出期限  令和８年４月２日（木）午後５時必着  

  エ  提出方法  持参又は郵送（郵送の場合は封筒の表に「プロポ

ーザル参加」と朱書きのこと。）  

  オ  提出先  上記７⑷の提出先のとおり  

 

11 評価の方法  

  技術提案書及びプレゼンテーションの評価については、別紙に定

める評価項目に基づき評価し、優先交渉権者を選定 する。  

  なお、評価は、西脇南中学校区統合小学校改築工事基本設計・実

施設計等業務委託事業者選定委員 会により実施するものとする。  

 ⑴  評価  

  ア  選定委員会  

    選定委員会は８人の選定委員会委員により評価を行う。なお、

委員は、市職員等で構成するが、公表しない。  

  イ  評価方法  

    先に提出された技術提案書の内容及びそれに基づい たプレゼ

ンテーション、質疑応答により評価を行う。  

  ウ  評価順番  

    プレゼンテーションの評価順は、技術 提案書の提出日時が提
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出期限に近い参加者から１番とする。  

  エ  プレゼンテーションについて  

   （ア） 実施日  

     令和８年４月上旬【予定】  

     ※実施日時及び会場については、参加意思表明者に対して

電子メール等により通知する。  

   （イ） 時間配分  

     プレゼンテーション 20分以内、質疑応答 20分以内とする。  

   （ウ） 説明者等  

     提案説明者は５人までの入室を認める。なお、原則として  

主たる説明は、本業務を実際に担当する業務主担当 予定者が

行うこと。  

   （エ） 傍聴  

      他の提案者の傍聴（会場への入室）は認めない。  

   （オ） 使用機材  

     プレゼンテーションに必要な機器として、プロジェクター  

（端子： HDMI/RGB/USB）、ケーブル、スクリーンは市が用意

する。その他の機器については提案者が持ち込むこと。  

 ⑵  その他  

  ア  提出された書類等は返却しない。  

  イ  今回の技術提案書の作成及び提出等に関する費用は、全て参

加者負担とする。  

  ウ  プレゼンテーション時の追加資料については、一切受理しな

い。  

 

12 受託候補者の決定  

  市は、優先交渉権者と詳細協議を行い、協議が成立した場合に受

託候補者として決定するものとする。協議が成立しなかった場合又

は契約の締結までに優先交渉権者が失格した場合は、上記 11による

次位得点者を優先交渉権者として詳細協議を行う。  

 

13 評価結果の公表及び通知  

  評価結果は、優先交渉権者の名称及び評価点の合計点について、

西脇市ホームページに掲載するとともに別途文書で参加者全員に通

知する。また、評価結果通知前に電話や来訪、メール等による問合

せには応じない。なお、評価結果について異議の申立ては受け付け

ない。  

  評価結果公表後、市が指定する日時場所において、参加意思表明

者は提出された全ての技術提案書を閲覧することができることとす
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る。  

 

14 その他  

 ⑴  欠格事項  

  ア  提出期限に遅れた場合  

  イ  選定結果に影響を与えるような行為があった場合  

 ⑵  参加者は、選定委員会委員への接触を禁じる。  

 ⑶  技術提案書に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、提出さ

れた技術提案書を無効とし、契約を締結した場合にあっては、こ

れを解除することができる。  

⑷  見積金額が業務内容に対して、 著しく乖離している者がいる場

合は、当該参加者に対し、業務実施方針等の妥当性を確認するこ

とがある。  

 ⑸  技術提案書の無効  

   提出書類については、この要領及び仕様書等に示された条件に

適合しない場合は、無効とすることがある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


